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第2編 事業区域の変更 

第1章 事業区域概要 

○仙台湾南部海岸における直轄海岸保全施設整備事業 

仙台湾南部海岸は、宮城県仙台市から福島県境までの３市２町にまたがる延長約６５ｋｍ

の、東北地方では数少ない長大な砂丘を有する海岸である。当該海岸では、沿岸標砂によ

る土砂供給が激減し、急速に海岸侵食が進行したため、国土交通省（旧建設省）では昭和

６２年度から調査を実施するとともに、平成４年度から宮城県と連携のうえ専門家を交えた

「仙台湾沿岸技術検討委員会」を開催し、沖合施設による浸食対策を主体とした海岸保全

対策計画を策定した。宮城県において平成７年度から山元海岸中浜工区においてヘッドラ

ンド整備に着手し、岩沼海岸（蒲崎工区）、山元海岸（笠野工区・中浜工区）における海岸

保全施設整備事業の重要性・緊急性に鑑み、平成１２年度からは海岸法第６条第１項によ

る直轄事業に着手している。 

 

○直轄工事区域の設定経緯 

直轄工事区域については、平成１２年８月３１日建設省告

示第１８１２号による公示がなされ、本直轄工事区間（岩沼

海岸（蒲崎工区）、山元海岸）において直轄事業化している

ものである。 

平成２３年３月１１日、東北地方太平洋沖地震が発生し、

激しい揺れとその後の大津波により、宮城県沿岸部は甚大

な被害を請けるに至り、海岸法により直轄事業化している区

間外については、平成２３年３月３０日付け宮城県知事より

内閣府特命担当大臣（防災）、財務大臣及び国土交通大

臣あてに｢仙台湾沿岸仙台南部海岸の復旧について｣（緊

急要望）を受けたことを契機に、「東日本大震災による被害

を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国

等による代行に関する法律」第７条第１項に基づき特定災害復旧等海岸工事を実施する区

間（仙台海岸、名取海岸、岩沼海岸（二の倉））において直轄事業化しているものである。 

 

○海岸保全区域の震災(H23.3.11)による変更 

仙台湾南部海岸においての海岸保全区域は、海岸法 第三条（海岸保全区域の指定）

に基づき海岸保全区域が指定されており、平成２３年３月１１日、東日本太平洋沖地震の影

響により、海岸保全区域の指定範囲の見直しが行われ、平成２３年５月２日に仙台海岸、名

取海岸、岩沼海岸，平成２５年２月５日に山元海岸が変更告示された。 
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○仙台湾南部海岸における海岸事業の海岸保全区域変更概要と直轄工事区域 

本章は、仙台湾南部海岸における海岸事業に伴い必要となった海岸保全区域の変更概

要と直轄工事区域の設定方法等についてとりまとめたものである。 

 

図 2.1 海岸保全区域指定経歴及び直轄工事区域の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台湾南部海岸海岸保全区域告示等年月日旗揚げ図
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平成25年2月5日宮城県告示第82号
海岸保全区域の変更

平成12年8月31日建設省告示第1811号
海岸法第6条第1項に基づく直轄施行

平成23年5月2日宮城県告示第336号
海岸保全区域の変更

平成23年5月9日東北地方整備局告示第100号
代行法第7条第1項に基づく直轄代行

平成23年5月2日宮城県告示第337号
海岸保全区域の変更

平成23年5月2日宮城県告示第335号
海岸保全区域の変更

新直轄工事区域
　　　B方式イメージ

海岸保全区域
新直轄工事区域

　（２）長所・短所
　　１）A方式
　　　●長所
　　　　①告示文が簡易である。（告示文イメージ：「海岸保全区域を指定する告示（平成○○年○月○日宮城県告示○○号）で定める区域内の区域」）
　　　　②標柱を設置する必要がない。
　　　●短所
　　　　①従前の告示方法と整合しない。
　　　　②事例はあるが、極めて少ない。
　　　　③海岸保全区域の変更の都度、直轄工事区域の変更告示が必要となるため、以後の手続きが煩雑である。
　　　　④標柱を設置しないため、外見上直轄工事区域であることが分からない。
　　２）B方式
　　　●長所
　　　　①従前の告示方法と整合する。
　　　　②事例が多く、一般的である。（方式は様々であるが、広めに囲い込むように告示を行うのが一般的）
　　　　③広めに囲い込むことにより、その範囲内で海岸保全区域の拡大等が行われた場合でも、再度直轄工事区域の変更告示を行う必要がない。
　　　　④標柱を設置するため、外見上直轄工事区域であることが明確である。
　　　●短所
　　　　①標柱を設置する必要がある。
　　　　②知事の権限である海岸保全区域の変更に追従して直轄工事区域が変更されることになる。

　（３）当地方整備局の方針
　　告示方法は、B方式としたい。
　　　●理由
　　　　①従前の告示方法と整合し、直轄工事区域の変更告示の性質に馴染みやすいこと。
　　　　②告示方法として一般的であって事例も多いこと。
　　　　③広めに囲い込むことにより、その範囲内で海岸保全区域の拡大等が行われた場合でも、再度直轄工事区域の変更告示を行う必要がないこと。
　　　　④標柱を設置するため、外見上も直轄工事区域であることが明確であること。
　　　　⑤本事業は、東北地方太平洋沖地震で被災した海岸保全施設の復旧に係わるものであり、調整すべき事柄が膨大であることから、複数回に及ぶ海岸保全区域の変更が必要になることが予想されるが、事業の
　　　　　事業遂行したいと考えていること。
　　　　⑥手続き上は、知事による海岸保全区域の変更に追従して直轄工事区域が変更されることになるが、実際の工事施工や海岸保全区域の変更は、国（東北地方整備局）と宮城県との間で十分な調整のうえに実
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平成25年7月4日国土交通省告示第689号
海岸法第6条第1項に基づく直轄施行改正

【海岸保全区域指定経歴】
昭和34年 2月 6日指定(県告示第 64号)
昭和49年10月 8日変更(県告示第1070号)
平成23年 5月 2日変更(県告示第 336号)

【海岸保全区域指定経歴】
昭和34年 2月 6日指定(県告示第 64号)
平成23年 5月 2日変更(県告示第 335号)

【海岸保全区域指定経歴】
昭和34年 2月 6日指定(県告示第 64号)
平成12年 6月 9日変更(県告示第 673号)
平成18年 4月21日変更(県告示第 554号)
平成18年11月17日変更(県告示第1170号)
平成23年 5月 2日変更(県告示第 337号)

【海岸保全区域指定経歴】
昭和33年 3月28日指定(県告示第 141号)
平成12年 6月 9日変更(県告示第 672号)
平成16年 1月 6日変更(県告示第 11号)
平成23年 9月27日変更(県告示第 701号)
平成25年 2月 5日変更(県告示第 82号)

仙台・名取・岩沼・山元海岸全て最終的に海側に縮める区域変更を実施予定
※但し、山元海岸はＳ１号ヘッドランドの海側を拡大させる変更が追加予定
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第1節 海岸保全区域 

仙台湾南部海岸における海岸保全区域は、海岸法 第三条（海岸保全区域の指定）に

基づき海岸保全区域が指定されていたが、東北地方太平洋沖地震の影響により大規模な

海岸保全施設の災害復旧が想定されたことから工事の影響範囲等を鑑み平成２３年５月２

日付けで仙台海岸、名取海岸、岩沼海岸、平成２５年２月５日付けで山元海岸の４海岸５地

区海岸の区域変更が行われている。 

1.1  新海岸保全区域 

仙台湾南部海岸において平成２３年５月２日及び平成２５年２月５日変更により拡大した

海岸保全区域範囲については、災害復旧事業の完了もしくは目処がたった時点で必要最

小限に縮める必要があった。 

このため、現状ではなく新海岸保全区域として必要な設定幅の検討を行うと共に、この新

海岸保全区域範囲の用地を海岸事業者の名義等にすべく用地買収及び必要な法手続

（保安林解除）を行っている。 

(1) 新海岸保全区域設定方法 

1) 新海岸保全区域（陸側）の考え方 

仙台湾南部海岸における新海岸保全区域は以下の考え方をもとに設定した。 

・法尻から陸側 4m を基本ラインとする 

法尻から陸側 4m を基本ラインとすることで基礎コンクリート、地盤改良、坂路の腹付け

盛土（坂路幅員 4.0m）などの陸側の海岸保全施設を全て網羅でき、かつ必要最小限の

範囲設定となる。 

 

図 2.1.1-1 基本ラインの設定模式図 

・基礎高の変化点は直近の堤防法線変化点にすりつける 

基礎高の変化点を表 2.1.1-1に示す。基礎高が変化する断面は全工区で６箇所ある。 

新海岸保全区域は、基礎高の変化点から最も近い堤防法線の変化点にすり付けるこ

とで階段状の区域設定を避け、かつ最少数の変化点での範囲設定となる。図 2.1.1-2に

基礎高変化点のすり付けイメージ図を示す。 
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表 2.1.1-1 基礎高変化点 

No 工区名 測 点 基礎高の変化（北側→南側） 
1 深沼北工区 No.63+1.5 TP+2.40m → TP+3.10m 
2 深沼南工区 No.40+40 TP+3.30m → TP+2.00m 
3 閖上北釜工区 No.65+30.75 TP+2.60m → TP+3.00m 

4 二の倉工区 
No.27+21.91 TP+3.00m → TP+2.50m 
No.75+21.03 TP+2.50m → TP+2.00m 

5 蒲崎工区 No.44 TP+2.00m → TP+2.20m 

 

【基礎高変化のイメージ図（二の倉工区の例）】 

 

 

図 2.1.1-2 基礎高変化点のすり付けイメージ図 

○ 
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2) 新海岸保全区域の検討中が必要な区間 

・各工区の個別理由により、新海岸保全区域が検討中の区間を表 2.1.1-2に示す。 

表 2.1.1-2 区域設定の検討が必要な区間 

No 工区名 区 間 区域設定を検討中の理由 

2 深沼南工区 No.43～No.76 井土浦（堤防法線未確定） 

3 閖上・北釜工区 北端 漁港区域との調整が必要 

 

・ 現海岸保全区域から拡大が必要な区間 

１）の考え方で新海岸保全区域を設定した場合、現海岸保全区域よりも陸側に基本ラ

インが位置する区間、または海側の海岸保全区域が不足している区間は、中浜工区の４

区間である。現海岸保全区域から拡大が必要な区間を表 2.1.1-3に示す。 

 

表 2.1.1-3 現海岸保全区域から拡大が必要な区間 

No 工区名 概ねの影響区間 

7 中浜工区 
陸側 

No.15 ～ No.20 
No.71 ～ No.72 
No.83 ～ No.99 

海側 No.87 ～ No.99 

 

 

図 2.1.1-3 海岸保全区域の拡大区間平面図（No.83～No.99） 

海岸保全区域の拡大範囲 

海岸保全区域の拡大範囲 
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図 2.1.1-4 海岸保全区域の拡大区間平面図（No.71～No.72） 

 

 

図2.1.1-5 海岸保全区域の拡大区間平面図（No.15～No.20） 

海岸保全区域の拡大範囲 

海岸保全区域の拡大範囲 



北1,2工区：243-17　保安林　武藤 純子（個人）

二の倉2,3,7工区：243-16　保安林　佐藤 勲　外17名

二の倉7工区：243-42　保安林　佐藤 勲　外18名

坂元北5,6工区：1-2　保安林　社団法人 坂元愛林公益会

坂元工区、坂元1工区：1-3　保安林　社団法人 坂元愛林公益会

坂元2工区、坂元南1,2工区：1-4　保安林　社団法人 坂元愛林公益会

 

 

・個別理由によって基本ラインより狭くする区間(民有地への影響区間) 

１）の考え方で新海岸保全区域を設定した場合、海岸保全区域内に民有地が存在 

する工区は、二の倉工区と中浜工区の 2 工区である。海岸堤防敷の土地所有者を 

表 2.1.1-4に示す。 

このうち、二の倉工区（地番 243-17）は既に協議済みであり、中浜工区（地番 1-2、

1-3、1-4）は、社団法人 坂元愛林公益会の用地であり問題ない。 

新海岸保全区域の設定において問題となる用地は、二の倉工区（地番 243-16、

243-42）であり、別途設定方法を決定する。 

表 2.1.1-4 海岸堤防敷の土地所有者 

No. 工区名 海岸堤防位置の土地所有者（赤字＝民地）

1 深沼北工区 宮城県・仙台市の保安林

2 深沼南工区 総理府・国土交通省の山林

宮城県・仙台市の保安林

国有林

仙台市の原野

3 閖上・北釜工区 宮城県の保安林

名取市の保有林

4 二の倉工区 宮城県の保安林

宮城県の山林

5 蒲崎工区 宮城県の保安林

岩沼市の公衆用道路

岩沼市の保安林

6 笠野工区 宮城県の保安林

亘理郡山元町の保安林

7 中浜工区 国有林

宮城県の保安林

2-7



二の倉工区のうち二の倉 2,3,7 工区は、複数の地権者を有する民有地（地番 243-16、

243-42）に影響する。影響区間を図.に示す。 

同区間は複数の地権者を有する民有地内に新海岸保全区域の基本ラインが入るた

め、官民境界を新海岸保全区域ラインとして設定する。新海岸保全区域の設定ラインを

図 2.1.1-6の青線で示す。 

海岸保全区域を用地境界線上に設定

する区間

図 2.1.1-6 二の倉工区平面図（民有地影響区間） 
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武藤 純子（個人）

3) 海岸堤防より海側の民地および官地について 

仙台湾南部海岸において、海岸堤防より海側には基本的に民有地は無い（前述した民有地 

影響区間（二の倉工区、中浜工区）を除く）が、一部の区間で官地（保安林は除く）が存在する。 

海岸堤防の海側にある保安林以外の官地一覧を表 2.1.1-5に整理する。同表より、深沼北

工区、深沼南工区で保安林以外の官地が存在する。 

表 2.1.1-5 海岸堤防より海側の官地一覧（保安林除く） 

No. 工区名 海岸堤防より海側の官地（保安林以外）

1 深沼北工区 北3工区：138 雑種地 仙台市

2 深沼南工区 南1,2,3,4,5工区：1 原野 仙台市

3 閖上・北釜工区 なし

4 二の倉工区 北1,2工区：243-17 保安林

5 蒲崎工区 なし

6 笠野工区 なし

7 中浜工区 坂元北5工区：1-2 保安林 社団法人 坂元愛林公益会

坂元工区、坂元1工区：1-3 保安林 社団法人 坂元愛林公益会

坂元2工区、坂元南1,2工区：1-4 保安林 社団法人 坂元愛林公益会
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① 新海岸保全区域設定根拠図 

新海岸保全区域の設定根拠図を図 2.1.1-7～図 2.1.1-13に示す。 
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図 2.1.1-7 新海岸保全区域（深沼北工区）
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図 2.1.1-8 新海岸保全区域（深沼南工区） 
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図 2.1.1-9 新海岸保全区域（閖上・北釡工区） 



 

 

図 2.1.1-10 新海岸保全区域（二の倉工区） 
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図 2.1.1-11 新海岸保全区域（蒲埼工区） 
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図 2.1.1-12 新海岸保全区域（笠野工区） 
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図 2.1.1-13 新海岸保全区域（中浜工区） 
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② 新海岸保全区域の座標値 

海岸保全区域の座標値一覧を以下に示す。 

座標値は現在の海岸保全区域（東北地方太平洋沖地震に拡大）および新海岸保全区域

とする。なお、中浜工区については、東北地方太平洋沖地震後に拡大した海岸保全区域

では不足する範囲があったため、さらに拡大していることから併せて一覧表に整理した。 

 

 表 2.1.1-6 海岸保全区域座標値（深沼北、深沼南） 

 表 2.1.1-7 海岸保全区域座標値（閖上・北釜、二の倉、蒲崎） 

 表 2.1.1-8 海岸保全区域座標値（笠野、中浜） 
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表 2.1.1-6 海岸保全区域座標値（深沼北、深沼南） 

工区 記号 海岸保全区域 海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

基点A点 -194074.2376 15600.3929 新規 ○ 38度 15分 5.5987秒 141度 0分 41.6771秒

イ -194070.0002 15594.3695 新規 ○ 38度 15分 5.7365秒 141度 0分 41.4296秒

ロ -194116.6872 15561.4932 新規 ○ 38度 15分 4.2243秒 141度 0分 40.0737秒

ハ -194210.7375 15496.0381 新規 ○ 38度 15分 1.1778秒 141度 0分 37.3740秒

ニ（AX1） -194226.5378 15493.8681 新規※ ○ 38度 15分 0.6654秒 141度 0分 37.2835秒

ホ（H241130-1） -194556.7420 15263.9360 設置済 ○ 38度 14分 49.9694秒 141度 0分 27.8005秒

AX2 -194662.5690 15196.1050 新規 － 38度 14分 46.5410秒 141度 0分 25.0025秒

AX4 -194674.0880 15188.7220 新規 － 38度 14分 46.1678秒 141度 0分 24.6980秒

A261 -195331.4710 14767.3670 新規 － 38度 14分 24.8707秒 141度 0分 7.3188秒

ヘ（H250212-2） -195483.1400 14670.1540 設置済 ○ 38度 14分 19.9570秒 141度 0分 3.3096秒

ト（H250212-3） -195578.9820 14600.1120 設置済 ○ 38度 14分 16.8525秒 141度 0分 0.4220秒

チ（H250212-4） -195695.3290 14496.9120 設置済 ○ 38度 14分 13.0847秒 140度 59分 56.1694秒

リ（H250212-5） -195765.2690 14449.4090 設置済 ○ 38度 14分 10.8190秒 140度 59分 54.2108秒

ヌ（H250131-6） -196406.1770 14068.5440 設置済 ○ 38度 13分 50.0527秒 140度 59分 38.5026秒

ル（H250131-7） -196481.2210 14027.8510 設置済 ○ 38度 13分 47.6209秒 140度 59分 36.8240秒

ヲ（H250131-8） -196626.7980 13967.1470 設置済 ○ 38度 13分 42.9024秒 140度 59分 34.3175秒

AX5 -196711.7880 13924.3740 新規 － 38度 13分 40.1482秒 140度 59分 32.5527秒

ワ（H250131-9） -196732.5890 13913.9050 設置済 ○ 38度 13分 39.4741秒 140度 59分 32.1208秒

カ（H241130-10） -196854.1980 13841.6380 設置済 ○ 38度 13分 35.5336秒 140度 59分 29.1407秒

ヨ（H241130-11） -197153.5130 13665.3960 設置済 ○ 38度 13分 25.8350秒 140度 59分 21.8733秒

A47Ａ -197397.6280 13531.2800 設置済 － 38度 13分 17.9243秒 140度 59分 16.3422秒

タ（H241130-12） -197404.7910 13527.3440 設置済 ○ 38度 13分 17.6922秒 140度 59分 16.1799秒

深沼北

杭有・無 海岸保全区域

 

 
海岸保全区域 海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

レ（BRO） -198131.1620 13125.9460 新規 ○ 38度 12分 54.1534秒 140度 58分 59.6280秒

BX1 -198133.2220 13124.6650 新規 － 38度 12分 54.0867秒 140度 58分 59.5752秒

BX2 -198218.5380 13071.5820 新規 － 38度 12分 51.3222秒 140度 58分 57.3872秒

ソ（BR1） -198300.6320 13020.5040 新規 ○ 38度 12分 48.6621秒 140度 58分 55.2820秒

BX3 -198984.1600 12658.0060 新規 － 38度 12分 26.5102秒 140度 58分 40.3356秒

ツ（BR2） -198990.8480 12654.4590 新規 ○ 38度 12分 26.2935秒 140度 58分 40.1894秒

ネ（BR3） -199338.6420 12476.3570 新規 ○ 38度 12分 15.0216秒 140度 58分 32.8461秒

ナ（BR4） -199829.1190 12237.0330 新規 ○ 38度 11分 59.1245秒 140度 58分 22.9782秒

上流8 -199908.5100 12196.2270 新規 － 38度 11分 56.5514秒 140度 58分 21.2961秒

ラ（BR5） -199908.8960 12196.0280 新規 ○ 38度 11分 56.5389秒 140度 58分 21.2879秒

BX4 -199918.9000 12191.2470 新規 － 38度 11分 56.2147秒 140度 58分 21.0908秒

BX5 -199935.8290 12183.1570 新規 － 38度 11分 55.6659秒 140度 58分 20.7572秒

上流4 -199946.4510 12178.0820 新規 － 38度 11分 55.3217秒 140度 58分 20.5480秒

ム（BR6） -200037.6790 12134.4860 新規 ○ 38度 11分 52.3648秒 140度 58分 18.7505秒

杭有・無 海岸保全区域記号

深沼南

工区
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表 2.1.1-7 海岸保全区域座標値（閖上・北釜、二の倉、蒲崎） 

海岸保全区域 海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

基点A点 -203615.0554 10782.1731 新規 ○ 38度 9分 56.3923秒 140度 57分 22.9727秒

CR1 -203614.9000 10781.8310 設置済 ○ 38度 9分 56.3973秒 140度 57分 22.9587秒

CX1 -203959.3490 10625.6800 新規 － 38度 9分 45.2315秒 140度 57分 16.5249秒

イ（CR2） -204570.5775 10348.5880 設置済 ○ 38度 9分 25.4175秒 140度 57分 5.1095秒

ロ（CR3） -204709.7465 10291.1750 設置済 ○ 38度 9分 20.9058秒 140度 57分 2.7438秒

ハ（CR4） -206307.6535 9708.6110 設置済 ○ 38度 8分 29.0996秒 140度 56分 38.7347秒

ニ（CR5） -206671.8765 9596.1790 設置済 ○ 38度 8分 17.2900秒 140度 56分 34.0995秒

ホ（CR6） -207319.5915 9397.0720 設置済 ○ 38度 7分 56.2884秒 140度 56分 25.8917秒

（DX1） -207339.7430 9391.0440 新規 ○ 38度 7分 55.6350秒 140度 56分 25.6432秒

基点B -207340.4808 9390823.383 新規 ○ 38度 7分 55.6110秒 140度 56分 25.6341秒

工区

閑上北釜

杭有・無 海岸保全区域記号

 
 

海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

1（DR1） -207463.3970 9354.0520 設置済 ○ 38度 7分 51.6255秒 140度 56分 24.1183秒

2（DR2） -207504.8690 9341.6490 設置済 ○ 38度 7分 50.2808秒 140度 56分 23.6070秒

3（DR3） -207511.9180 9339.8160 設置済 ○ 38度 7分 50.0522秒 140度 56分 23.5314秒

DX2 -207616.1430 9312.7280 設置済 － 38度 7分 46.6726秒 140度 56分 22.4142秒

DX3 -207750.9410 9277.6960 設置済 － 38度 7分 42.3016秒 140度 56分 20.9694秒

4（DR4） -207899.0570 9239.2020 設置済 ○ 38度 7分 37.4987秒 140度 56分 19.3818秒

5（DR5） -208431.3740 9100.8580 設置済 ○ 38度 7分 20.2376秒 140度 56分 13.6766秒

6（DR6） -208471.6340 9090.3960 設置済 ○ 38度 7分 18.9321秒 140度 56分 13.2452秒

7（DR7） -208646.5500 9045.8860 設置済 ○ 38度 7分 13.2601秒 140度 56分 11.4097秒

DX4 -208861.2940 8992.5080 設置済 － 38度 7分 6.2966秒 140度 56分 9.2083秒

DX5 -209004.3780 8956.9420 新規 － 38度 7分 1.6568秒 140度 56分 7.7416秒

DX6 -209062.9380 8942.3860 新規 － 38度 6分 59.7579秒 140度 56分 7.1414秒

8（DR8） -209707.3080 8782.2160 設置済 ○ 38度 6分 38.8627秒 140度 56分 0.5368秒

D840 -209726.9410 8777.7020 設置済 － 38度 6分 38.2261秒 140度 56分 0.3507秒

D839 -209733.2890 8776.2420 設置済 － 38度 6分 38.0202秒 140度 56分 0.2904秒

9(D837) -209845.4850 8750.4460 設置済 ○ 38度 6分 34.3819秒 140度 55分 59.2265秒

10（DR12） -209844.9780 8747.9962 設置済 ○ 38度 6分 34.3984秒 140度 55分 59.1259秒

11（D710) -210012.9930 8704.6272 設置済 ○ 38度 6分 28.9502秒 140度 55分 57.3382秒

12(DR14) -210061.4530 8692.3150 設置済 ○ 38度 6分 27.3788秒 140度 55分 56.8306秒

13（D708） -210100.4030 8682.5790 設置済 ○ 38度 6分 26.1157秒 140度 55分 56.4292秒

14（DR16） -210857.3660 8496.3490 設置済 ○ 38度 6分 1.5692秒 140度 55分 48.7519秒

15（DR17） -210870.3040 8493.1430 設置済 ○ 38度 6分 1.1496秒 140度 55分 48.6197秒

16（DR18） -210907.6140 8486.7140 設置済 ○ 38度 5分 59.9397秒 140度 55分 48.3542秒

17（DR19） -210977.4420 8473.6850 設置済 ○ 38度 5分 57.6752秒 140度 55分 47.8165秒

DX7 -211249.9000 8426.8080 設置済 － 38度 5分 48.8393秒 140度 55分 45.8807秒

18（DR20）） -212323.7680 8242.0460 設置済 ○ 38度 5分 14.0132秒 140度 55分 38.2526秒

二の倉

海岸保全区域
杭有・無 海岸保全区域工区 記号

 
 

工区 記号 海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

18（DR20） -212323.7680 8242.0460 二の倉にて ○ 38度 5分 14.0132秒 140度 55分 38.2526秒

1（DR21） -212556.3000 8206.0080 新規 ○ 38度 5分 6.4720秒 140度 55分 36.7639秒

2（DR22） -212620.3090 8195.4210 新規 ○ 38度 5分 4.3961秒 140度 55分 36.3268秒

EX1 -212734.7400 8177.3480 新規 － 38度 5分 0.6850秒 140度 55分 35.5804秒

X1 -213603.9790 8040.0610 新規 ○ 38度 4分 32.4946秒 140度 55分 29.9113秒

B -213608.3730 8032.6850 新規 ○ 38度 4分 32.3523秒 140度 55分 29.6085秒

C -214035.2620 7965.2630 新規 ○ 38度 4分 18.5078秒 140度 55分 26.8248秒

X2 -214041.7330 7970.9230 新規 ○ 38度 4分 18.2977秒 140度 55分 27.0568秒

3（ER1） -214235.7900 7940.2740 新規 ○ 38度 4分 12.0042秒 140度 55分 25.7914秒

4（ER2） -214499.8620 7912.8720 新規 ○ 38度 4分 3.4395秒 140度 55分 24.6566秒

5（ER3） -215494.8350 7810.0320 新規 ○ 38度 3分 31.1695秒 140度 55分 20.3981秒

EX2 -215529.7700 7807.4740 新規 － 38度 3分 30.0364秒 140度 55分 20.2918秒

EX3 -215750.2230 7791.3340 新規 － 38度 3分 22.8862秒 140度 55分 19.6210秒

EX4 -215755.2690 7790.9650 新規 － 38度 3分 22.7225秒 140度 55分 19.6057秒

6（ER6） -216317.9040 7749.7720 新規 ○ 38度 3分 4.4740秒 140度 55分 17.8939秒

基点Ｂ -216317.9313 7750.1454 新規 ○ 38度 3分 4.4731秒 140度 55分 17.9093秒

蒲崎

新保全区域
杭有・無 海岸保全区域

緑の防潮堤
部追加保安
林解除範囲

備考
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表 2.1.1-8 海岸保全区域座標値（笠野、中浜） 

工区 記号 海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

新基点Ａ点 -224773.5142 7092.8662 新規 ○ 37度 58分 30.2221秒 140度 54分 50.6468秒

イ（FR0） -224773.5000 7092.4780 新規 ○ 37度 58分 30.2226秒 140度 54分 50.6309秒

ロ（FR1） -224823.3020 7093.3200 新規 ○ 37度 58分 28.6071秒 140度 54分 50.6637秒

ハ（FR2） -225403.4020 7115.8930 新規 ○ 37度 58分 9.7899秒 140度 54分 51.5680秒

FX2 -225535.4590 7122.9580 新規 － 37度 58分 5.5062秒 140度 54分 51.8527秒

FX3 -225697.9740 7131.6540 新規 － 37度 58分 0.2345秒 140度 54分 52.2032秒

FX4 -225724.2500 7133.0590 新規 － 37度 57分 59.3821秒 140度 54分 52.2599秒

ニ -225735.6528 7132.8342 新規 ○ 37度 57分 59.0123秒 140度 54分 52.2503秒

ホ -225777.5581 7135.1387 新規 ○ 37度 57分 57.6529秒 140度 54分 52.3432秒

ヘ -225883.9434 7140.9789 新規 ○ 37度 57分 54.2019秒 140度 54分 52.5787秒

ト -225934.4669 7145.7427 新規 ○ 37度 57分 52.5630秒 140度 54分 52.7720秒

チ -226860.3759 7271.0546 新規 ○ 37度 57分 22.5258秒 140度 54分 57.8726秒

FX6 -226890.3820 7274.7760 新規 － 37度 57分 21.5524秒 140度 54分 58.0239秒

Ｘ１ -227202.0250 7312.9750 新規 ○ 37度 57分 11.4425秒 140度 54分 59.5774秒

FX7 -227573.6350 7358.5230 緑の防潮堤により削除 37度 56分 59.3873秒 140度 55分 1.4296秒

Ｘ２ -227658.8180 7368.9640 新規 ○ 37度 56分 56.6239秒 140度 55分 1.8542秒

Ｂ -227655.7110 7362.3370 新規 ○ 37度 56分 56.7249秒 140度 55分 1.5828秒

Ｃ -227574.7410 7352.4120 新規 － 37度 56分 59.3516秒 140度 55分 1.1792秒

Ａ -227209.0540 7307.5900 新規 ○ 37度 57分 11.2147秒 140度 54分 59.3565秒

FX8 -227751.5720 7380.3460 新規 － 37度 56分 53.6150秒 140度 55分 2.3170秒

緑の防潮堤部追加保
安林解除範囲

笠野

新保全区域
海岸保全区域杭有・無 備考

要追買箇所
（所）山元町

高瀬字浜砂1-8?
（所）宮城県

高瀬字浜砂1-9

 
 

工区 記号 海岸保全区域

X座標 Y座標 緯度 経度

新基点Ｂ点 -232695.6955 8158.8942 新規 ○ 37度 54分 13.2181秒 140度 55分 34.0066秒

GX1 -227978.8090 7408.1860 新規 － 37度 56分 46.2433秒 140度 55分 3.4489秒

GX2 -228250.4620 7441.4830 新規 － 37度 56分 37.4307秒 140度 55分 4.8027秒

リ（GR1） -228527.6170 7475.4540 新規 ○ 37度 56分 28.4396秒 140度 55分 6.1838秒

ヌ（GR2） -228814.7260 7510.6450 新規 ○ 37度 56分 19.1256秒 140度 55分 7.6144秒

GX3 -228859.6430 7516.1510 新規 － 37度 56分 17.6685秒 140度 55分 7.8382秒

GX4 -229295.8120 7569.6120 新規 － 37度 56分 3.5188秒 140度 55分 10.0113秒

GX5 -229509.8300 7595.8440 新規 － 37度 55分 56.5759秒 140度 55分 11.0775秒

ル（GR3） -229548.7750 7600.6180 新規 ○ 37度 55分 55.3125秒 140度 55分 11.2715秒

レ（GR10） -229765.1700 7627.0290 新規 ○ 37度 55分 48.2925秒 140度 55分 12.3449秒

GX8 -231296.3980 7830.4950 新規 － 37度 54分 58.6177秒 140度 55分 20.6174秒

ソ（GR11） -231307.4740 7831.9670 新規 ○ 37度 54分 58.2584秒 140度 55分 20.6772秒

GX9 -231310.1980 7832.3290 新規 － 37度 54分 58.1700秒 140度 55分 20.6920秒

ツ（GR12） -231337.1020 7835.9030 新規 ○ 37度 54分 57.2972秒 140度 55分 20.8372秒

ネ（GR13） -231372.4960 7840.4220 新規 ○ 37度 54分 56.1490秒 140度 55分 21.0209秒

ナ（GR14） -231372.4960 7840.6060 新規 ○ 37度 54分 56.1490秒 140度 55分 21.0284秒

ラ（GR15） -231844.4820 7903.3230 新規 ○ 37度 54分 40.8372秒 140度 55分 23.5777秒

ム（GR16） -231894.5500 7912.2130 新規 ○ 37度 54分 39.2128秒 140度 55分 23.9397秒

ウ（GR17） -231907.5860 7915.1200 新規 ○ 37度 54分 38.7899秒 140度 55分 24.0582秒

ヰ（GR18） -231943.5720 7923.1430 新規 ○ 37度 54分 37.6224秒 140度 55分 24.3852秒

ノ（GR19） -231992.6800 7936.3230 新規 ○ 37度 54分 36.0290秒 140度 55分 24.9229秒

オ（GR20） -232695.8240 8158.5420 新規 ○ 37度 54分 13.2139秒 140度 55分 33.9922秒

中浜

新保全区域
杭有・無 海岸保全区域 備考
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1.2  山元海岸における海岸保全区域の対応と現状 

○山元地区海岸における海岸保全区域の現状について 

平成 26 年 1 月現在、山元地区海岸における海岸保全区域の変更が必要な状況が考え

られ、その主な理由を下記に示す。 

・Ｓ１号ヘッドランドの整備箇所における計画施設範囲の区域不足 

・坂元川河口部災害復旧設計及び工事に伴う区域設定・変更に伴う整合・調整 

・一の沢川河口部の横断工作物（樋門を想定）の構造決定に伴う整合・調整 

 

これまでに山元地区海岸の海岸保全区域変更履歴を示したものは下図であり、外の地

区海岸に比べて変更回数が多い傾向となっている。 

【山元海岸 海岸保全区域の変更の主な経緯】
①平成12年 6月 9日宮城県公報 海岸保全区域変更告示

（水際線より50mの幅員を有する土地等の表現を、直轄化に伴い座標等の情報で具体化

②平成16年 1月 6日宮城県公報 海岸保全区域変更告示
（漁業共同組合よりヘッドランド施工の同意書(H15.3)を得て、海域海岸保全区域の拡大）

③平成23年 9月27日宮城県公報 海岸保全区域変更告示
（災害復旧事業により予想される陸域海岸保全区域の拡大）

④平成25年 2月 5日宮城県公報 海岸保全区域変更告示
（災害復旧堤防の調査設計に伴い、不足する箇所の陸域海岸保全区域の部分拡大）

⑤平成27年1月13日に宮城県公報 海岸保全区域変更告示（不足箇所の解消のため）

【海岸保全区域の変遷イメージ】

磯浜漁港

←

河
川

①

②

③ ④

Ｓ５号 Ｓ４号 Ｓ３号 Ｓ２号 Ｓ１号

 

図 2.1.1-14 
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第2節 直轄工事区域 

仙台湾南部海岸における直轄工事区域は、平成１２年８月３１日直轄編入と共に設定さ

れていたが、災害復旧事業の海岸堤防本復旧の堤防設計を考慮したところ直轄工事区域

の外になる箇所が存在することが判明したため、平成２５年７月４日付けで２海岸２地区海岸

の区域変更が行われている。 

 

2.1  直轄工事区域設定資料（当初：平成１２年） 

① 当初直轄工事区域 

平成１２年８月３１日に海岸法の規定に基づき、海岸保全施設に関する直轄工事区域とし

て、山元海岸（笠野工区・中浜工区）及び岩沼海岸（蒲崎工区）が設定された。  
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② 直轄工事区域告示分本文 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-1 変更前：平成 12 年 8 月 31 日建設省告示第 1811 号
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図 2.1.2-2 変更前：平成 12 年 8 月 31 日建設省告示第 1811 号 
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③ 標柱位置と座標、位置図、平面図、航空写真 

 

 

図 2.1.2-3 変更前：官報告示されている岩沼海岸の標柱位置と座標
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図 2.1.2-4 変更前：官報告示されている山元海岸の標柱位置と座標
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図 2.1.2-5 位置図
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図 2.1.2-6 変更前：直轄工事区域平面図（岩沼海岸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-7 変更前：直轄工事区域平面図（山元海岸） 
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写真 2.1.2-1 東北地方太平洋沖地震前：山元海岸空中写真 

 

 

写真 2.1.2-2 東北地方太平洋沖地震前：山元海岸空中写真 

 

 

 

 



 2-31 

2.2  直轄工事区域設定資料（変更：平成２５年） 

 

① 変更直轄工事区域の設定理由 

仙台湾南部海岸の直轄工事区域について、平成１２年８月３１日建設省告示第１８１１号

による公示がなされているが、東日本太平洋沖地震により被災した海岸堤防の復旧及びヘ

ッドランドの延長に関し、公示されている直轄公示区域を越えた範囲での施工が計画されて

いることから、岩沼海岸（蒲崎工区）及び山元海岸（笠野工区・中浜工区）について、以下の

理由により、現直轄工事区域の変更が必要になった。 

 

・ 災害復旧での堤防の嵩上げ拡幅等により現在の直轄工事区域内に収まらない場所が

発生 

・ 地震時に平成１２年告示時の標柱が流出し、緯度経度のズレと併せ、地震前の状況と

の整合がとれなくなった 

・ 現直轄工事区域を越えるヘッドランドの設置が計画されている 

・ 東北地方太平洋沖地震発生により、災害復旧実施のため必要な距離として海岸保全

区域を５０ｍ程度拡充。 
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② 変更直轄工事区域告示分本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-8 変更：平成 25 年 7 月 4 日建設省告示第 689 号
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図 2.1.2-9 変更：平成 25 年 7 月 4 日国土交通省告示第 689 号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 標柱位置と座標、位置図、航空写真 

図 2.1.2-10 変更：官報告示されている岩沼海岸の標柱位置と座標
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図 2.1.2-11 変更：官報告示されている山元海岸の標柱位置と座標 
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図 2.1.2-12 位置図 
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■中浜工区空中写真 

        

■笠野工区空中写真               ■蒲崎工区空中写真 

       

写真 2.1.2-3 東空中写真 

磯浜漁

山元海岸 
（中浜工区） 

山元海岸 
（中浜工区） 

山元海岸 
（笠野工区） 

山元海岸 
（中浜工区） 

山元海岸 
（笠野工区） 

山元海岸 
（中浜工区） 

山元海岸 
（笠野工区） 

山元海岸 
（笠野工区） 

山元海岸 
（笠野工区） 

岩沼海岸 
（蒲崎工区） 

岩沼海岸 
（蒲崎工区） 岩沼海岸 

（蒲崎工区） 阿武隈

坂元川 

坂元川 

浄化ｾﾝﾀ

貞山堀 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

新直轄工事区域 

中浜 中浜 中浜 中浜

笠野 蒲崎 蒲崎 蒲崎
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添付図（岩沼海岸） 

表2.1.2-1 添付図（岩沼海岸） 

種 別 細 別 図面番号 

平面図 

海岸保全区域平面図（震災後） ⑥-1 

海岸保全区域平面図（震災後拡大） ―― 

海岸保全区域平面図（震災後と震災後拡大の重ね図） ―― 

旧直轄工事区域平面図 ⑥-4 

新直轄工事区域平面図 ⑥-5 

旧直轄工事区域及び新直轄工事区域平面図 ⑥-6 

標柱平面図案 ⑥-7 

新直轄工事区域平面図（告示文根拠図） ⑥-8 

※図面番号の丸数字⑥は、岩沼海岸の関連図面を示す。 
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図 2.1.2-13 海岸保全区域平面図（岩沼海岸） 
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図 2.1.2-14 旧直轄工事区域平面図（岩沼海岸） 
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図 2.1.2-15 新直轄工事区域平面図（岩沼海岸）
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図 2.1.2-16 旧直轄工事区域及び新直轄工事区域平面図（岩沼海岸） 



図 2.1.2-17 標柱平面図案
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図 2.1.2-18 新直轄工事区域平面図（岩沼海岸）



 2-53 

④ 添付図（山元海岸） 

表2.1.2-2 添付図（山本海岸） 

種 別 細 別 図面番号 

平面図 

海岸保全区域平面図（震災後） ⑦-1 

海岸保全区域平面図（震災後拡大） ⑦-2 

海岸保全区域平面図（震災後と震災後拡大の重ね図） ⑦-3 

旧直轄工事区域平面図 ⑦-4 

新直轄工事区域平面図 ⑦-5 

旧直轄工事区域及び新直轄工事区域平面図 ⑦-6 

標柱平面図案 ⑦-7 

新直轄工事区域平面図（告示文根拠図） ⑦-8 

※図面番号の丸数字⑦は、岩沼海岸の関連図面を示す。 
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図 2.1.2-19 海岸保全区域平面図（山元海岸） 
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図 2.1.2-20 海岸保全区域平面図（山元海岸：拡大） 
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図 2.1.2-21 旧直轄工事区域平面図（山元海岸） 
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図 2.1.2-22 新直轄工事区域平面図（山元海岸） 
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図 2.1.2-23 旧直轄工事区域及び新直轄工事区域平面図（山元海岸） 



⑦－７ 

図 2.1.2-24 標柱平面図案 
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図 2.1.2-25  新直轄工事区域平面図（山元海岸） 

⑦－８ 


